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本物のフランチャイズ・ビジネスの、普及・啓蒙活動を通して社会に貢献する事を経
営理念とする、日本フランチャイズ総合研究所が発信するフランチャイズ・ニュース
です。

最新のフランチャイズ業界情報から、記事の裏側まで、業界に精通したコンサルタン
ト達が、皆様のお役に立つため、ちょっと役立つ情報をご提供いたします。
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● Chapter 01 ●□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

≪ 業 界 ニ ュ ー ス ≫

上場会社約 3900 社および関係会社に対し、財務報告にかかる内部統制の整備を求め
る「日本版 SOX 法（J-SOX）」の適用開始が着々と迫っています。3 月期決算の企業の
場合、2008 年 4 月に始まる会計年度から適用です。

「日本版 SOX 法（J-SOX）」の用語説明は フランチャイズ 関連知識・「日本版 SOX
法」で解説しておりますので省略いたしますが、その立法主旨は、金融庁が作成した
「実施基準」の中で、(1)業務の有効性および効率性(2)財務報告の信頼性(3)事業活
動にかかわる法令順守(4)資産の保全の４点となっております。

立法の経緯が財務諸表の虚偽報告という社会問題にあり、最重要項目として挙げら



れているのは(2)財務報告の信頼性であり、これを支える制度として内部統制報告制
度があります。この制度を導入するにあたり、やはり相当な混乱と実務的な作業量が
あるようです。

日本情報処理協会（JIPDEC）は 2008 年 3 月 10 日、「IT 統制に関する実態調査」の確
報値を公表。同調査は上場企業のシステム部門に対し、J-SOX への対応状況を聞いた
もので、それによると、日本版 SOX 法への対応を「ほぼ完了」している企業は 6.9％、
「かなり対応」している企業は 39.6％。「ほぼ完了」と「かなり完了」の企業は 50
％に満たず、半数以上の企業が J-SOX 対応の完了のメドが立っていないことは、その
対応作業の難しさと作業量の多さに加え、公開企業としてあるべき姿と現実のギャ
ップの深さが改めて浮き彫りになっています。

この現状に対応するように、金融庁は 3 月 11 日に「内部統制報告制度に関する 11 の
誤解」を公表しています。日本版 SOX 法（J-SOX）の「意図を改めて説明する」（金
融庁）ことが目的で、その内容１１項目は、下記の通りです。

(1)米 SOX 法と同じか
誤解：米国の企業改革法（ＳＯＸ法）のような制度が導入される。
実際：米国におけるＳＯＸ法に対する批判を踏まえて、制度を設計。

(2)特別な文書化が必要か
誤解：フローチャートの作成など、内部統制のため新たに特別な文書化等を行わ

なければならない。
実際：企業の作成・使用している記録等を適宜、利用。

(3)すべての業務に内部統制が必要か
誤解：どんなに小さな業務（プロセス）でも内部統制を整備・評価しなければな

らない。
実際：全社的な内部統制が最重要であり、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ

て、重要な虚偽記載につながるリスクを勘案し、業務（プロセス）を評価
する範囲の絞り込みが可能。

(4)中小企業でも大がかりな対応が必要か
誤解：米国では、中小企業に配慮する動きがあるが、日本では、中小企業も大企

業と同様の内部統制の仕組みが必要である。
実際：上場企業のみが対象、かつ、企業の規模・特性などの中小企業の実態を踏

まえた簡素な仕組みを正面から容認。

(5)問題があると罰則等の対象になるのか
誤解：内部統制報告書の評価結果に問題がある場合、上場廃止になったり、罰則

の対象となる。
実際：内部統制に問題（重要な欠陥）があっても、それだけでは、上場廃止や金

融商品取引法違反（罰則）の対象にはならない。

(6)監査人等の指摘には必ず従うべきか
誤解：内部統制の整備・評価は、監査法人やコンサルティング会社の言うとおり

に行わなくてはならない。
実際：自社のリスクを最も把握している経営者が、主体的に判断。

(7)監査コストは倍増するのか
誤解：財務諸表監査に加え、新たに内部統制監査を受けるため、監査コストは倍



増する。
実際：内部統制監査は、財務諸表監査と同一の監査人が一体となって効率的・効

果的に実施。

(8)非上場の取引先も内部統制の整備が必要か
誤解：上場会社と取引すると、非上場会社でも、内部統制を整備・評価しなけれ

ばならない。
実際：上場会社と取引があることをもって、内部統制の整備等を求められること

はない。

(9)プロジェクトチーム等がないと問題か
誤解：内部統制報告制度に対応するためのプロジェクトチームがない場合や専門

の担当者がいない場合は、問題（重要な欠陥）である。
実際：内部統制報告制度への対応については、既設の部署等を活用で可。必ずし

もプロジェクトチームや専門の担当者を置くことは不要。

(10)適用日までに準備を完了する必要があるのか
誤解：平成 20 年４月から内部統制報告制度が適用されるので、もう間に合わない。
実際：内部統制はプロセスであり、問題点があれば、その都度、是正していくこ

とが重要。

(11)期末のシステム変更等は延期が必要か
誤解：内部統制の評価のために、期末に予定していたシステム変更や合併等の再

編を延期しなければならない。
実際：予定を変更せず、そのまま実施しても、内部統制は有効。

現在の日本の基盤を作った高度成長期に機能していた終身雇用制度が崩壊し、加え
て人口動態の急激な変化により、企業活動のマナーやモラルは変質していき、結果、
法律という企業活動のマニュアル化が必要となったということでしょう。いずれにせ
よ、日本の企業風土になじむまでにはまだ時間がかかりそうです。

なお、この「内部統制報告制度に関する 11 の誤解」は、金融庁のホームページから
ダウンロードできます。

● Chapter 02 ●□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

≪ ア メ リ カ の 最 新 事 情 ≫

--------------------------------------------------------- 第 １２ 回 -----
【 マリナ・デル・レイ（MARINA DEL REY）<2> 】

----------------------------------------------------------------------------

「マリナ・デル・レイ」には、数多くのレストランがありますが、次の店は絶対見
逃せないので、ゆっくり時間をとって楽しんで欲しいものです。

◎CAFE DEL LEY（ニュー・アメリカン・キュイジーン）☆☆☆

「マリナ・デル・レイ」で、１度しかレストランに行けない方には欠かせないレス



トランです。レストランは、ヨットハーバーが一望でき、ゆったりと食事ができる雰
囲気がいっぱいで、客層もハイクラスの紳士淑女が集まるので、お客様が格を高めて
います。

この店の人気の秘密は、毎日メニューが替わるので、お客様はお店に行くのに今日
のお奨めメニューは何かとワクワクさせられます。しかも、「ヘルシー」がいっぱい
で、それでいて「グルメ」が満載されています。

シェフとスーシェフは日本人ですが、地元のお客様に密着しています。カリフォル
ニアの新鮮な素材を生かしていて料理は圧巻で、お客様も時代感覚にあふれた料理で
連日盛況です。いわば、典型的な「ニュー・アメリカン・ヌーベル・キュイジーン」
の「カリフォルニア料理」です。

この意味するところは「カリフォルニア料理と称せられ、フレンチ、イタリアン、
チャイニーズ、ジャパニーズその他の料理を融合した無国籍料理を提供するレストラ
ン」でして、ウルフ・ギヤング・パックがビバリー・ヒルズに開店した「SPAGO」が
最初で、今や全米を席巻しています。

「接客サービス」も、日替わりメニユーでありながら、知識が豊富で質問にも十分
答えられるし、お奨め料理についても、まったくいやみなく、お客様の要望を聞きな
がらサゼッションをしてくれるし、「ホスピタリティ」がいっぱいで、ついつい時間
を忘れさせられ、また来たいと思わされるし、さらに友人にもお奨めできるレストラ
ンです。

◎WAREHOUSE（テーマ・レストラン）☆☆☆

レストランの外観は何の変哲もなく、荒削りの木にタールを塗った店名にあるよう
に倉庫そのものです。デザイン・ポリシーは、南の島の港にある古い倉庫の復元で、
店の外はボートや木箱や樽で飾られ、さらに入口の前にはアマゾンの奥地を彷彿させ
ている池があって、魚が泳ぎ、小さな桟橋もあってお客様を楽しませる仕掛けになっ
ています。

レストランの中は、１階と２階があり、両側とも入口から右側はダイニングルーム、
左側はカクテルラウンジになっています。カクテルラウンジは吹き抜けになっていて、
ここではハーブの生演奏がありますが、２階でも楽しめる趣向になっています。店内
いたるところにアンティックなランプ、籠などで飾られ、客席は背の高い籐椅子です。
料理はポリネシアン料理を中心としていますが、インターナショナルなシーフード、
チキン、ステーキ、プライム・リブ、バベキューで、個性あるメニューで人気が高い
です。

to be continued

● Chapter 03 ●□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

≪ フ ラ ン チ ャ イ ズ ・ ビ ジ ネ ス の 歴 史 ≫

----------------------------------------------------------------------------
【 フ ラ ン チ ャ イ ズ 発 展 史 】

--------------------------------------------------------- 第 １３ 回 -----

前回に続き、今回も「ケンタッキー・フライド・チキン」の創業者である「カーネ
ル・ハーランド・サンダース」の続編をお届けします。



［ケンタッキー・フライド・チキン］（２）

（１）創業者：カーネル・ハーランド・サンダース <2>

カーネルの少年時代は母親の家庭教育は厳しく、子供たちは正直に守りました。母
親は、清潔な男になれということを教えました。このことが、カーネルがのちに完全
主義の人間形成の基になったと思われます。しかし、母親はカーネルが 12 歳になった
ときに再婚しましたが、彼は義理の父親になじまず家出をして職を求めて社会に飛び
出しました。

カーネルは、いろいろな職業を経験しましたが、1912 年に 22 歳のときに、フェリー
ボートの経営に参加したり、ランプの販売で失敗したりしましたが、ケンタッキー州
のニコラスビルでガソリンスタンドの経営を始めました。しかし、1929 年の 39 歳のと
きに経済の大恐慌が起こり、ガソリンスタンドを売りはらわなければならなくなり、
全財産を失ってしまいました。

カーネルは、心機一転してケンタッキー州カービンに 1930 年６月にガソリンスタン
ドを開業しました。カーネルは、その地域一帯に農家の納屋の壁という壁に自分の広
告を出しました。これは、彼が前にガソリンスタンドを経営していたときの経験から、
自分のビジネスをアピールして、多くの人に知ってもらうことの大切さを知っていた
からでした。

カーネルは、ガソリンスタンドにやってくる人には、いたり尽くせりのサービスを
しました。しかし、カーネルはもっと喜んでもらえることを考えていました。そんな
ある日、多くの自動車客がお腹を減らしてくるのに気がつき、「車にガソリンが必要
なように、お客様にはおいしい食事が必要」と考えて、ガソリンスタンドの脇の小さ
な物置を改造して、テーブル１つと椅子６つの「サンダースカフェ」を始めました。

まもなくして、ガソリンスタンドを道の反対側に移し、その横に本格的なレストラ
ンを始めました。しかし、カーネルは「自分の提供するものやサービスは、必ずお客
様を満足させることができる。また、そのようなビジネスをしなければならない」と
考えて、旅行者は安心して心地良く泊まれる場所を提供しようと、ガソリンスタンド
を売り払いモーテルを始めました。

モーテルは、雰囲気やサービスは、どんなホテルよりも高かいものでした。そして、
カーネルのビジネスに対する姿勢は評価が高く、カーネルは地元で押しも推されぬ名
士になりました。そして、1935 年には、時のケンタッキー州知事より「カーネル」の
名誉称号を授与され、それ以後ハーランド・サンダースは「カーネル・サンダース」
と呼ばれるようになりました。

1939 年に、コービンのレストランとモーテルが火事に見舞われました。さすがのカ
ーネルも、この時はビジネスの再建をあきらめかけました。しかし、彼は燃やすこと
のない財産を自分が持っていることに気がつき、142 席の大型レストランを作りまし
た。その時、彼は地元の厨房用品店に器具を買いに行き、当時の新製品である「圧力
釜」を発見したのでした。

to be continued

● Chapter 04 ●□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

≪ フ ラ ン チ ャ イ ズ 関 連 知 識 ≫

----------------------------------------------------------------------------
「 日本版 SOX 法 」



----------------------------------------------------------------------------

「日本版 SOX 法」とは、相次ぐ会計不祥事やコンプライアンスの欠如などを防止する
ために、米国のサーベンス・オクスリー法（SOX 法）に倣って整備された日本の法規
制のことです。この法律は株式上場企業およびその連結子会社に対して、会計監査制
度の充実と企業の内部統制強化を求めています。

「日本版 SOX 法」という呼び名は俗称で、実際には証券取引法の抜本改正である「金
融商品取引法」の一部規定がこれに該当いたします。同法では「有価証券報告書を提
出しなければならない会社のうち、金融商品取引所に上場している有価証券の発行者
である会社その他の政令で定めるものは、事業年度ごとに、当該会社の属する企業集
団及び当該会社に係る財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために
必要な体制について評価した報告書（内部統制報告書）を有価証券報告書と併せて内
閣総理大臣に提出しなければならないこととなっております。また、内部統制報告書
には、公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならないこととする」とも
定められています。

2003 年 4 月の内閣府令第 28 号では、有価証券報告書の提出に際して「代表者による
適正性の確認書」を添付することを求めるようになりましたが、これは米国 SOX 法の
「経営者による宣誓書」を見習った制度だといえます。また、2004 年 4 月の公認会計
士・監査審査会発足は、米国 SOX 法で定められた PCAOB 設置に似た措置でもあります。
金融庁、企業会計審議会内部統制部会が 2005 年 12 月に示した「財務報告に係る内部
統制の評価及び監査の基準のあり方について」は、監査法人が企業の内部統制システ
ムをチェックする際の基準に関する方針を示したものであり、これが想定する制度で
は「経営者が実施した内部統制の評価」について公認会計士が法定監査（財務諸表監
査）の一環として監査を実施することになっています。この前提となっている内部統
制の枠組みは米国の「COSO フレームワーク」をベースにしたものですが、もともと
COSO フレームワークにある 5 つの構成要素「統制環境」、「リスク評価」、「統制活
動」、「情報と伝達」、「モニタリング」のほかに「IT の利用」（IT 統制）が加えら
れています。

金融商品取引法（日本版 SOX 法）は 2006 年 3 月に国会へ提出され、6 月に成立されま
した。同法は緊急性の高い条項からの順次、段階的に施行され、2007 年 9 月 30 日に完
全施行となりました。内部統制報告書の提出・監査に関しましては、「平成 20 年 4 月
1 日以後に開始する事業年度から適用する」と定められており、2009 年（平成 21 年）
3 月期の本決算から上場企業およびその連結子会社を対象に適用されることになりま
す。

● Chapter 05 ●□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

≪ セ ミ ナ ー 案 内 ≫

弊研究所所長内川昭比古が講演する各セミナーをご案内致します。弊研究所所長
の内川昭比古は経済産業省が国家として公認している唯一のフランチャイズ業界の
総本山である社団法人日本フランチャイズ・チェーン協会の会員サービス部長を
兼務致しております。

----------------------------------------------------------------------------



1．「フランチャイズ・チェーン本部機能の作り方セミナー」

日 時 3 月 21 日 金曜日 13 時 30 分 ～ 17 時 30 分

講 師 株式会社 日本フランチャイズ総合研究所
代表取締役所長 内川 昭比古

会 場 日本フランチャイズ総合研究所 5Ｆ会議室

セミナー内容 フランチャイズ・チェーンの本部機能構築をご検討されている方、
フランチャイズ・ビジネスを構築中の方に、フランチャイズ・チェ
ーン本部構築の基礎知識から、構築の手順、事業計画の策定概要ま
で、フランチャイズ・チェーン本部構築の基本を講義いたします。

参 加 費 24,000 円

お問合せ先 日本フランチャイズ総合研究所
http://www.the-franchise.co.jp

----------------------------------------------------------------------------

2．リクルート アントレフェア in 東京
「失敗しないフランチャイズチェーンの見分け方」

日 時 4 月 19 日 土曜日 13 時 ～ 14 時 15 分

講 師 株式会社 日本フランチャイズ総合研究所
代表取締役所長 内川 昭比古

会 場 東京ビッグサイト西３ホール

セミナー内容 フランチャイズ・チェーンの基礎知識から、フランチャイズ本部と
上手に付き合う方法など、専門家ならではのチェックポイントを
公開。また、弊社のフランチャイズ加盟サポートシステムをご紹介
いたします。

参 加 費 無 料

お問合わせ先 リクルート・アントレ ＦＣ＆独立開業フェア 事務局
http://entre.yahoo.co.jp/info/fair/index.html

----------------------------------------------------------------------------

3．「フランチャイズ加盟無料セミナー」

日 時 4 月 26 日 土曜日 14 時 ～ 16 時

講 師 株式会社 日本フランチャイズ総合研究所
代表取締役所長 内川 昭比古



会 場 日本フランチャイズ総合研究所 5Ｆ会議室

セミナー内容 フランチャイズに加盟し独立・開業を検討されている皆様に、
フランチャイズ・ビジネスの基礎知識、加盟のポイント、本部との
上手な付き合い方を紹介。また、弊社のフランチャイズ加盟サポー
トシステムをご紹介いたします。

参 加 費 無 料

お問合せ先 日本フランチャイズ総合研究所
http://www.the-franchise.co.jp
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≪ 編 集 後 記 ≫

最後までお付き合いいただき、ありがとうございます。

桜前線が話題に上り、卒業・入学・入社、それぞれの節目を迎える「春」真っ盛り
です。

日本フランチャイズ総合研究所にとって毎年恒例のフランチャイズショーは最大の
イベントであり、一つの節目でもあります。私どものブースへご来場いただきました
皆様には厚く御礼申し上げます。ありがとうございました。

フランチャイズが発展していく中で、その時々の隆盛企業・業種がその時代を表現
しているように、フランチャイズショー出展企業の変遷は、やはり時代を如実に表し
ています。

その中には私どもがかかわった企業も少なからずあり、その成長を見るにつけ、嬉
しさがひとしおです。ちょうど卒業式を迎えたお子様を見ている親御さんの気持に似
ています。よくぞここまでの嬉しさは、苦労の甲斐があった自分へのご褒美でもあり
ます。

今後もフランチャイズのコンサルティングを通じて、健全なフランチャイズの発展
の一助を続けてまいります。

くれぐれもご自愛の程。

※ このメールは以下の皆様に配信させて頂いております。

・ 弊社コンサルタントが名刺交換をさせて頂いた方。
・ 日本フランチャイズ総合研究所にお問い合わせをいただいた方

※ ご意見、ご要望、ご質問は下記アドレスまでご連絡ください。
尚、配信停止をご希望される場合も、下記までご連絡ください。

Mail to: franchise-news@the-franchise.co.jp
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